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産業建設常任委員会委員長報告 
             （平成２５年１２月１３日） 

産業建設常任委員会に付託されました議案について、審査の経過概要とそ

の結果を報告いたします。 

まず報告第１号、平成２５年度一般会計補正予算本委員会所管分及び報告

第２号、平成２５年度地域下水道事業特別会計補正予算の専決処分２件であ

りますが、その主な内容は、本年９月の台風１８号に伴う記録的豪雨災害に

より被害を受けた農業・林業用施設、公共土木施設等の速やかな機能回復を

図る応急対策経費や本格復旧にあたり国の災害査定を受けるための設計業

務経費等の増額補正等であり、２議案とも別段異論なく、採決の結果は、全

員をもって承認すべきものと決定しました。 

次に第１号議案、平成２５年度一般会計補正予算本委員会所管分でありま

すが、その主な内容は、台風１８号豪雨災害に係り、被災した農業用機械の

更新や農作物の生産確保緊急対策として農薬等の購入を支援する経費、また、

林道等の災害復旧工事費の増額補正等であり、別段異論なく、採決の結果は、

全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

なお、これら台風１８号に伴う災害対応については、一日も早い復旧に向

け、迅速な対応に一層努められるよう望むものです。 

次に、第３号議案から第６号議案までの４議案は、簡易水道事業特別会計、

地域下水道事業特別会計、上水道事業会計、下水道事業会計の平成２５年度

補正予算であります。その主な内容は、職員人件費の減額のほか、電気料金

値上げ等に伴う施設維持管理経費等の増額補正や施設管理業務委託等に係

る債務負担行為の設定であります。別段異論なく、採決の結果は、全員をも

って原案可決すべきものと決定しました。 
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次に、第２０号議案、亀岡市湯の花温泉供給条例の一部改正、第２５号議

案、亀岡市土づくりセンター条例の一部改正、第２６号議案、亀岡市食肉セ

ンター条例の一部改正、第２７号議案、亀岡市林業センター条例の一部改正、

第２８号議案、亀岡市都市公園条例の一部改正、第２９号議案、亀岡市上水

道事業給水条例の一部改正、第３０号議案、亀岡市下水道条例の一部改正、

第３１号議案、亀岡市簡易水道事業給水条例の一部改正、第３２号議案、亀

岡市飲料水供給施設給水条例の一部改正、第３３号議案、亀岡市地域下水道

条例の一部改正の１０議案については、平成２６年４月１日からの消費税引

き上げに対応するため、施設の使用料等について、消費税等相当額を加算す

ること等の改正をしようとするものであります。討論では、消費税引き上げ

による市民生活への影響は多大であり、改正の施行日を踏まえても本定例会

での提案は尚早、引き上げ中止を求めるべきとの反対意見がありましたが、

採決の結果は、賛成多数をもって原案可決すべきものと決定しました。 

次に、第３５議案、財産の無償譲渡については、当該土地の取得経過等を

踏まえ、ふるさとバスのバス停や東別院町自治会等利用者の駐車・駐輪場に

使用する用地として、地縁団体である東別院町自治会に無償譲渡しようとす

るものであり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべき

ものと決定しました。 

次に、第３６号議案、市道路線の認定及び廃止については、篠町夕日ケ丘

において区画整理に伴うものなど１１路線を認定し、１路線を廃止しようと

するものであり、別段異論なく、採決の結果は全員をもって原案可決すべき

ものと決定しました。 

以上、簡単ではありますが本委員会の報告といたします。 
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（※）専決処分とは、緊急で議会の議決を得る時間がない時などに市長の権限で処理を行うことです。この場合、市長は、

直近の議会で報告し、議会の承認を求める必要があります。 


